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「「リリロロケケーーシショョンン」」そそれれっってて何何？？  
 

「「リリロロケケーーシショョンン」」のの由由来来  

リロケーションとは英語の「RELOCATION＝移転または配置転換」の意味から取った転勤者の留

守宅を賃貸管理する業務形態のことです。 

  リリロロケケーーシショョンンのの歴歴史史  
過去には転勤等で留守宅になった自宅は、諦めて売却するか、通常の賃貸にするかしか選択肢があ

りませんでした。 

大手企業の場合には、留守宅を借り上げて他の転勤社員に貸し出すというサービスを社内で行って

いるところもありました。（通称：借上社宅制度）または借り手を法人契約限定で貸すという手法

も頻繁に使われておりました。 

何故かというと契約相手を法人（俗に言う法人契約）にしておけば、入居者に居住権が発生しない

ため、立ち退き要求がやりやすかったからです。 

一部のリロケーション専門会社は、借上制度を持たない法人をターゲットにして法人契約での明渡

し保証を付けて転勤者用の社宅を提供するサービスを行ってきました。 

この種の会社は企業の人事部と業務提携し、転勤者から自宅管理の代理権を取得して他企業の、も

しくは同企業内の転勤者へ社宅として斡旋する事を主たる業務としています。 

企業の総務や人事部も明渡し時の原状回復の問題や、種々のクレーム処理から解放され、本来の業

務に専念できるため、積極的に外部や系列のリロケーション会社を利用してきました。 

しかし一部の大企業の社員以外は、なかなかこの制度を利用できずにいたことも事実です。 

  法法律律のの大大幅幅なな見見直直ししがが行行わわれれままししたた  
大正１０年、大正デモクラシーを背景に借地人・借家人を保護するために施行された「借地法」は、

戦時中の住宅難を反映して昭和１６年に大幅な改正が行われ、地主や家主が更新を拒むには「正当

事由」を必要とするなど、より一層借地人・借家人の立場が強化されました。 

昭和４１年にも一部改正され、「借地法」・「借家法」・「建物保護に関する法律」の３本柱で今日ま

で半世紀に渡り運用されてきました。 

これらの法律の基本には、住宅難を背景にした借り手の保護が最優先にされていました。 

住宅難にあえいでいたこの頃には生活の基盤になる住宅を確保することが、政府にとっても 

大事な政策だったわけです。 

これらの法律のため、いったん貸してしまえば「高額の立ち退き料を払わない限り返してもらうこ

とはできない」とか、「土地を貸すことはただで人にくれてやるような愚かなことだ」と地主は考

えるようになり、新規の借地供給がほとんどみられなくなっていました。 

また、借家も同様で古くから貸していて家賃が安ければ安いほど、借家人はそこに住み続けるメリ

ットが大きく、そうおいそれとは借家を出るはずもなく、家主が建て替えようと思ってもなかなか

願いがかなえられずに、周りの状況にそぐわない古い借家があちこちに取り残されることとなりま

した。 

このため借地ほどではないにしても、一度家を貸してしまえばそう簡単には立ち退いてもらえない

ことを家主は覚悟しなければなりませんでした。 

法が施行されてから半世紀も経つと、社会情勢や経済情勢も大きく変わり、施行当時の状況とはま

ったく異なる環境になってきています。 

このため法律も現状に則さない部分がかなり出て来ていました。 

そこで平成４年８月１日に、約５０年ぶりに法の大改正が行われました。 

正確に言うと、大改正というより、従来の「借地法」・「借家法」・「建物保護に関する法律」を廃止

し、『借地借家法』という新しい法律を制定したわけです。 

この新法の大きな特色は、一定期間経過後に借地・借家関係が終了する「定期借地権」「期限付借

家権」が新たに創設されたことです。 

この制度が創設されたことにより、土地の所有者は一定期間経過後に土地を返してもらえるように

なり、安心して土地を他人に貸すことが出来るようになりました。 

また、建物に関しても同じで、いったん人に貸してしまうと、「もう自分たちは住めない！」「明渡

してもらうためには多額の立退料が必要」ということが無くなり、やはり安心して自宅を貸せるよ

うになりました。 
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平成１２年３月１日施行の「定期借家権」導入後は期限付借家制度が定期借家制度に移行し、転勤

者はもちろんのこと、今までは期限付の借家契約を締結できなかった普通の大家さんも期限付で建

物を貸せるようになりました。 

今回の「定期借家権」導入で、日本もやっと欧米並みの借家制度が完備されたことになり、貸し手

側も借り手側も契約内容を双方合意の上、ある程度自由に定めることができるようになりました。 

しかし、逆の観点からみると、他の業界でも同じですがビッグバンによる自由化が進み選択の幅が

増えるということは、需要と供給の関係がよりはっきりするということになり、借り手の物件選別

はより厳しくなることにもなります。 

  本本格格的的ななリリロロケケーーシショョンンのの時時代代ががややっっててききままししたた  
平成４年の大改正以降、なかなか新制度の普及が進みませんでしたが、平成１２年３月に定期借

家権が施行されてからは、リロケーションに目を向ける方々が飛躍的に増えています。 

当初あまり利用されなかったのは、みなさんがこの法律の改正自体をあまり知らなかったことと、

法律で決まっても「実際にその通りに運用できるのだろうか？」とか「明渡しの際に何らかのト

ラブルが発生するのではないだろうか？」という、まったく新しい制度に対する不安があったの

だと思われます。 

平成１２年３月１日からは「定期借家権制度」が導入され、日本でもやっと欧米並みの借家制度

が本格稼動されることとなり、明け渡しに対する不安は殆どなくなったと言っても過言ではない

状況が整いました。 

バブル崩壊により、新築マンションをバブル期やバブル崩壊後に購入した方は、転勤の際に 

自宅を売ろうにも、ローンさえ返せない程に値下がりしており、売るに売れません。 

賃貸にしておけば、とりあえずローン返済分ぐらいは賃料収入を得ることができ、転勤から 

帰任した場合には、また自分の自宅に戻れるようになりました。 

つまり不在期間中でも、ほとんど自己負担無く資産を維持できるようになったのです。 

正に売るに売れない負の資産に悩む庶民（特に転勤の多い大手企業のサラリーマン）の為に 

出来た制度といっても過言ではありません。 

不意な転勤が決まっても慌てることはありません。 
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苦苦労労ししててややっっとと手手にに入入れれたた  

大大切切なな我我がが家家！！  

転転勤勤期期間間中中他他人人にに貸貸ししててもも  

安安心心ででききるる時時代代ががややっっとと到到来来しし

ままししたた。。  
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定定期期借借家家権権がが創創設設さされれままししたた  
 

従来の借家法を改正する法律案（借地借家法の一部を改正する法律案）が平成１１年１２月に国会を通

過し、平成１２年３月１日から定期借家権が創設されました。 

俗に『定期借家権』と言われますが、正式には「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」

という名称です。 

平成１２年３月１日付けにて施行ですので、平成１２年３月１日以降に締結される期限の定めのある新

規契約はすべて定期借家権ということになります。 

 

ừừ ──   
旧法では貸主からの明渡しには正当事由が必要（借地借家法２８条）であり、老朽化したアパートの

建て直しや、売却に際しての明渡しには多額の「立退費用の支払いをもって正当事由とする」旨の判

例が多数有ります。 

例えば家賃５万円の部屋の明渡し要求で１千万円もの請求をされた事例などもあり、地主さんや大家

さんにとっては「金は貸しても不動産は貸すな！」という言葉が定説化され、新たな借地や借家の供

給が減少している傾向にありました。 

特に永住型で面積の広いファミリータイプは明渡し要求が難しく、狭小なワンルームや１ＤＫなどと

比べて供給が極端に少なかったのが現状です。 

日本の賃貸住宅の平均面積は４４㎡（持家の平均は１２２㎡）と、極端な差があります。 

つまり一度貸したら返してもらうのは難しく、仮に裁判で勝っても多額の立退料を支払わなければな

らないのが、旧法の最大の問題点でした。 

平成４年度の改正で転勤や療養・介護などの場合には期限付借家契約が行えることとなりましたが、

転勤等で留守宅を貸すサラリーマン以外はこの制度の適用を受けることが難しく、利用頻度はあまり

多いものではありませんでした。 

もちろん自宅以外の賃貸用マンションやアパートを所有している大家さんにとっては、まったく 

利用不可能な制度でした。 

 

ừừ ──   
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  定定期期借借家家権権施施行行後後のの賃賃貸貸市市場場ははどどううななるる？？  
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  定定期期借借家家権権をを利利用用ししたた契契約約のの注注意意点点  
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RReellooccaattiioonn  SSyysstteemm   

 

 このシステムは転勤等で一定期間留守になるお宅を管理代行するサービスです。 

急な転勤等でご自宅が空き家になってしまう場合、私達が皆様に代わって留守の間のご

自宅を管理させていただきます。 

最大の特徴は帰任時ご自宅に戻りたい場合には、定期借家法に則った明渡し保証付き契

約をいたしますので、確実に明渡しができる点にあります。 

 業務の内容及び管理代行手数料は、次ページのシステム内容をご覧ください。 

38 ⌐ ╘╢ ─ ─⌂™ ╩ ⇔╕∆  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社の基本的なシステムは上図のように所有者の方に代わって、ハウスクリーニングやリフォームの

手配・賃借人の募集・入居審査・契約代行事務手続き・入金管理・クレーム処理や退去時の補修の手

配等全てを代行させていただきます。 

また確定申告のための収支報告書を年１回発行し、税務申告に際してのアドバイスや必要に応じて税

理士のご紹介もさせていただきます。 

 

 
※その他普通借家権の賃貸業務や一時使用貸借契約・取壊し予定建物の期限付賃貸借業務も行って 

おりますので、ご希望によりお受けしております。 

 
☆上記の他特殊な事情及びお客様からの特別なご依頼の場合には、個別にご相談をお受けいたしますの

でご遠慮無く何なりとご相談ください。 
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リリロロケケーーシショョンンシシスステテムムのの概概要要  
 

 

 

χ ᵃԝ⅍ α （詳細は次ページのシステム一覧表をご参照ください） 
 
ҔҔЀЀ ᵇb ᶬɱ ∩∩ ᵃa  

⌐ ⇔≡│ ─ ⌐╟╡ ⇔⁸ ─ ⌐↔ ─  
↔ ╩™√∞™≡⅛╠↔ ⌐ ╠∑≡™√∞⅝╕∆  

 
ҔҔᾶᾶ   
⅜ ≤⇔≡ ⌐ ™√⇔╕∆⁹↓╣⌐╟╡ ⅛╠─♩ꜝⱩꜟ ─ 
│∆═≡ ≤⌂╡╕∆  

 
ᵃaᶬɱ ѾѾ ЖЖ   

     ─ ┘ ה ─ ™  
       │ ≢ ⁸ ─ ╩ ⇔ 10 ⌐↔ ┼⅔ ╡ ╖™√⇔╕∆  

 
ҔҔЀЀ ϥϥוו ׁׁ   

       ─ ≢ ⅜ ℮╙─│ ≢↔ ™√∞⅝╕∆  

 
ѫѫׁׁ   

       ⅜ ⇔√ ⌐│ ⇔⁸ ﬞ ⇔√ ⌐│ ⇔ ╩ ⇔╕∆  

 
ϡϡ ֕֕ᾶᾶ   

       ⅜ ≠⅝╕⇔√╠⁸ ה ╟╡ ─ ╩ ⌂™⁸ ╩  

↕╣╢ ⌐│⁸ ⌐ ∫√ ⅝╩™√⇔╕∆  

 
ᾶᾶ ϡϡ ׁׁ   

       ─ ⇔⌐ ⇔⁸∕─ ™ ┘ ─ ─ ┘ ─  

 
₮₮ ḣḣ ᶰɴ ὂὂḣḣ  

       ⌐ ⌂ ┘ ™ ⌐≈⅝ ─↔ ╩↕∑≡™√∞⅝╕∆  

          │ ⌐⅔ ╡™√⇔╕∆  

 

★本システムの基本契約は所有者の方の帰任日に合わせた期間となります。 

たとえば４年間の転勤の場合には、４年契約で期間経過後は所有者帰任迄となります。 
─ ─ │⁸ ﬞ ≢ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹  

★月額の管理委託手数料は、分譲マンションの場合 賃料総額の 6％（別途消費税課税）、 

戸建住宅の場合 賃料総額の 7％（別途消費税課税）となります。 
β ≤│ ─ ⌐ ─ ╩ ╪∞ ≤⌂╡╕∆⁹ 

ủ  ủ  ủ  ủ∕─ ⌐ ∆╢  

β↔ ─ │ ≤⇔≡ 1 ↔≤⌐ 700 ╩ ⇔ ↑╕∆⁹ 

β ─ │ ╡ ≤⌂╡╕∑╪─≢⁸ ╘↔ ↄ∞↕™⁹ 

★契約時点における契約事務手数料は賃料の 1ヶ月分（別途消費税課税）です。 
ה   ╕≢─ ה ה ╩ ╖╕∆⁹  

★転勤期間の延長等による再契約時の契約事務手数料は無料です。 

★敷金は原則として賃貸借契約終了まで弊社にて保管させていただきます。 
  ≢ ─ ╩ ─ ⁸ ⌐ ↕∑≡™√∞⅝╕∆   

 

 

ʝʝ ᶲɸ ᶳʂ НН ʲ̡ ḃḃΰΰ ϺϺ ԝԝᶬɱ ἳἳ ϺϺ   

ỵỵἬἬ   

ϡϡ   
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リリロロケケーーシショョンンシシスステテムム一一覧覧表表  
代  行  業  務 業  務  内  容 料  金  形  態 備      考 

営 繕 等 の 手 配  
 

システム基本料金に含む 
営繕やハウスクリーニングに要する費用は別途

ご負担いただきます。 

室 内 点 検  
 

〃 
 

チェックリスト作成 
 

〃 
 

現 状 写 真 撮 影   〃 
現況の写真をご希望の場合は、別途報告書作

成費用として金 30,000 円(別途消費税課税)を

申し受けます。 

賃 借 人 の 募 集  
 

〃 
特別依頼にかかる広告宣伝費用は別途申受け

ます。 

現地案内の立会い 
 

〃 
 

入 居 審 査 業 務  
 

〃 
弊社提携先の信用情報調査機関等のデータも

参考にして厳正に行います。 

賃貸借契約締結  
 

〃 
 

賃料等の収納代行  〃 
入金確認後、所定の管理委託手数料及び振込

事務手数料を差引きし、翌月 10 日にご送金い

たします。 

賃借人との折衝業務 
 

〃 
 

各種トラブル処理 
 

〃 
補修費用等が発生する場合は別途ご負担いた

だきます。 

契約終了通知発送 
38

 
〃 

契約期間満了の１年から６ヶ月前迄に賃借人に

対し終了通知を発送致します。 

再契約手続き交渉 
 

〃 
赴任期間が延びている場合には、期間に合せ

て再契約の調整をいたします。 

再 契 約 の 締 結  
 

〃 
当初の契約と同じく、再契約の代行をさせてい

ただきます。 

明 渡 し 立 会 い  
 

〃 
 

原状回復工事手配 
 

〃 

営繕やハウスクリーニングに要する費用は別途

ご負担いただきます。 

定 期 巡 回  
 

〃 
戸建住宅のみとなります。 

年 間 収 支 報 告  
 

〃 
１月～12 月迄の１年分を翌年１月末頃を目処に

お送りいたします。 

滞 納 保 証   別途オプション 

家賃滞納保証をお付けする場合の管理委託手

数料は、分譲マンションの場合 賃料総額の 9％

（別途消費税課税）、戸建住宅の場合 賃料総

額の 10％（別途消費税課税）となります。なお、

保証額は管理委託手数料及び源泉税等を差引

きした実質送金額となります。 

明 渡 し 保 証  

 

別途オプション 

明渡し保証は上記家賃滞納保証とのセットオプ

ションとなります。 

    ʨʨ ₮₮ ḣḣ   

日本国内において賃料収入などの不動産所得がある方は、所得税法により確定申告を行う必要があります。国内居住者と海外居住者では

扱いが異なりますのでご注意ください。 

●国内居住者の場合：お住まいの地域を管轄する税務署への確定申告が必要です。申告時期は例年 2月中旬～3月中旬迄となっておりま

す。住宅ローンの支払い金利・固定資産税・火災保険・管理手数料・修繕費用・建物の減価償却費等は経費として計

上でき、赤字が大きい場合には払い過ぎの所得税の還付を受けることも出来ます。 

●海外居住者の場合：所得税法第 212条・213条により、賃借人である法人或いは弊社において賃料（礼金等の一時金も含む）の 20％相当

額を源泉徴収して所轄の税務署に納付することとなっています。 

源泉徴収による税の過不足は、物件所在地を管轄する税務署に申告を行うことによって調整されます。 

過払いの場合の還付請求は５年間遡れますが、５年以上前の分は時効となりますので注意が必要です。 

還付申告は確定申告と違い、税務署窓口営業時間内であれば一年中いつでも手続き可能ですので、出張等で一時

帰国される際に手続きすることも可能です。 

海外居住者の場合は、原則として確定申告や還付申告を行うための納税管理人を立てる必要があります。 

お身内に納税管理人となる方がいない場合は、別途税理士報酬が必要となりますが弊社の顧問税理士をご紹介さ

せていただきます。 
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補補修修工工事事及及びび維維持持管管理理にに関関すするる負負担担区区分分一一覧覧
 

賃借人が入居中の負担区分は原則として下記の通りです。（国土交通省が平成 16年に発行したガイドライン準拠） 

                         
          

          

 主要構造部分の雨漏り・漏水など   

 

畳表替え・裏返し   

畳床替え   

カーペットの補修   

老朽化によるカーペットの貼替え   

フローリングの補修   

老朽化によるフローリング貼替え   

クッションフロアの補修   

老朽化によるクッションフロア貼替え   

 

クロス等の部分補修・部分塗装   

老朽化による貼替えや塗装   

亀裂などの補修   

 

建付け調整・補修   

老朽化による建具本体・枠の交換   

網戸：補修・貼替え   

網戸：枠の交換   

障子：補修・貼替え   

障子：枠の交換   

襖：補修・貼替え   

襖：枠の交換   

 

目詰まり等による排水不良   

目詰まり以外による給水・排水不良   

消耗品の交換   

換気扇の点検及び小修理   

老朽化による換気扇本体の交換   

混合水栓本体の交換   

 

消耗品の交換・小修理   

老朽化による本体の修理・交換   

混合水栓本体の交換   

 

ロータンクの調整・小修理   

老朽化による本体の修理・交換   

ウォシュレットの修理・点検   

ウォシュレット本体の交換   

 
点検・小修理   

給湯器本体及び主要部品の交換   

 
点検・小修理・清掃   

空調機本体及び主要部品の交換   

 
ⱬꜝfi♄╛♥ꜝ☻─ ה ⁸ ─ ╣   

⅝⌂ ₁╛ ─    

※原則として賃借人の入居前にハウスクリーニングを実施していただき、不具合個所や破損・汚損個所等がある 

場合には補修工事を実施していただきます。 

上記一覧表により賃借人負担となっている項目も、賃借人の入居前及び概ね入居後３ヶ月以内、並びに退去後は 

賃貸人負担での工事となります。 

※契約期間中に設備機器等の故障により工事を要する場合には、賃料実質送金額を上限として工事代金と相殺させ 

ていただきます。 

※漏水や雨漏り・ガス漏れ等、緊急を要する工事の場合には事後報告となる場合もありますので予めご了承ください。
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手手続続上上のの標標準準的的ススケケジジュューールル  
 

 

 

ɧɧᾶᾶ НН ḃḃ     →    遅くともお引越しの１ヶ月～２ヶ月前までに家賃の額や 

敷金・礼金の設定、契約期間の打合せなどを皆様のご事情 

と近隣相場を考慮に入れ決定いたします。 

 

ɨɨ‖‖ЈЈᾶᾶ       →    お引越しの 1ヶ月～２ヶ月前ぐらいまでに 

宅地建物取引業法により、広告宣伝はこの媒介契約を 

締結していただいてからとなります。 

決着までには広告宣伝を開始してから早くて 1 ヶ月以内、

時期によっては２～３ヶ月程度かかる場合もあります。 

 

ɩɩᵇb ᵀT ῨῨ        →    住宅情報誌・不動産業者間情報・インターネットによる 

情報公開等により入居者をお探しいたします。 

 

ɪɪԇԇ╧╧ᴊᴊ ѾѾ    →    所有者の方のお引越が完了しましたらお部屋の状態を 

確認し、ハウスクリーニングの手配や必要に応じて補修工

事の手配をさせていただきます。 

 

ɫɫԇԇ╧╧∩∩             →    入居申込が入りましたら、入居者として相応しい方か 

どうかの審査を行い、特に問題が無ければ所有者の方のご

同意を得てから契約業務に入らせていただきます。 

期限付契約の場合、入居者が期限になじまない方の場合も

しくは入居者として相応しくない場合にはお断りすること

もありますので事前にご了承ください。 

 

ɬɬԇԇ╧╧ ᾶᾶ   →    弊社が所有者の方の代理人として契約書に押印し、賃借 

人との契約を締結させていただきます。 

 

ɭɭ ῬῬ ᾶᾶ   →    賃借人との契約期間や条件に合わせて、所有者の方と 

弊社との管理委託契約を締結していただきます。 

 

ɮɮ ҔҔЀЀ     →    お引越時にお預りした鍵を入居者へお渡しし、引渡し 

業務を代行させていただきます。 

 

ɯɯᾶᾶ         →    ご契約と引渡しが完了しましたら、ご契約関連諸費用を 

ご指定口座へご送金させていただきます。 

ご送金の際、契約事務手数料・管理委託手数料・補修費用

等が発生している場合にはその費用等を差引きさせていた

だきます。 

 

ɰɰ ΩΩ     →    毎月の家賃は、管理委託手数料・振込事務手数料等を差引

きの上、当月１０日付けにてご送金させていただきます。   
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よよりりススムムーーズズにに決決着着すするる為為ののポポイインントト  
   

   

   

景気対策の為の減税政策で新築マンションや戸建住宅の大量供給が行なわれ、また超低金

利の影響で「借りているよりも買った方が得」という傾向が強くなり、新築購入顧客の半

数以上が賃貸脱出組という状況になっております。 

比較的好調であったワンルームや１Ｋの若者向けマンションも少子高齢化の影響で需要が

細り、２ＤＫ～３ＬＤＫ等のファミリータイプ賃貸住宅は新築への住み替え等で空室が増

え、かなり競争が激化してきております。 

また、法人契約の場合を例にとって見ると、期限の終了とともにその都度仲介手数料や礼

金・原状回復費用等の発生する定期借家権(リロケーション)の物件を敬遠する傾向がこの

ところ顕著になってきています。 

このような状況下で早期決着を目指す為には物件そのものを賃借人にとって魅力あるもの

にする必要があります。 

下記に早期決着のためのポイントを挙げてみましたので、条件決定の際にその辺をご考慮

のうえ諸条件をご検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

☆☆近近隣隣のの競競合合物物件件とと比比較較しし、、賃賃料料にに魅魅力力ががあありりまますすかか？？  
期限が来たら明渡さなければならないリロケーション物件ですが、期間満了後の引越代や新た

な契約の為の諸費用を考慮しても魅力のある賃料設定を行なう必要があります。 

その地域特性や周辺環境によっても違いますが、標準的な設定は過去の例から判断すると概ね

２年契約の場合で近隣相場の 20％～30％減、３年契約で 15％～10％減、４年以上の契約の場

合で 10％～5％減がおおよその目途となります。 

 

☆☆近近隣隣のの競競合合物物件件とと比比較較しし、、設設備備にに魅魅力力ががあありりまますすかか？？  
最近の比較的新しい政府系融資を利用した賃貸専用のマンションは、その規定により礼金無

し・更新料無しは当然のことながら、設備に関してもオートロックはもちろんのことエアコン

を各室に完備しており、浴室乾燥機やフルオートバス・床暖房等の分譲マンション同等の設備

を整えてきております。 

普通賃貸借の物件の場合、入居者が自分でエアコンを取り付けることもよくありますが、リロ

ケーションの場合は期限が付く関係上、エアコン無しの物件は敬遠される傾向にあります。 

同じ理由からリビングや居室部分の照明器具も無いと決まりにくくなります。 

浴室乾燥機や床暖房を新たに設置する必要はありませんが、生活必需品のエアコンと照明器具

はそのまま置いていかれることをお薦めいたします。 

 

☆☆傷傷みみやや汚汚れれはは綺綺麗麗にに補補修修、、又又はは清清掃掃さされれてていいまますすかか？？  
賃料を取って貸すからには、入居者が快適に暮らせるように、ある程度の配慮が必要となりま

す。 

まずは必要最低限のこととして、入居者の引越前にハウスクリーニングを行い、綺麗な状態で

入居してもらうということが大切です。 

また、和室がある場合には畳表替え、襖や障子の破れや壁紙の傷み、並びにカーペットの擦り

切れや汚損などがある場合には、貼替えも行なった方がよいでしょう。 

            和室がある場合の畳表替えや障子の貼替えは必須項目となります。 

細かいところでは、建具のがたつき調整なども事前に済ませておくことが肝要です。 
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転転  勤勤  前前  のの  諸諸  手手  続続  きき  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ỢỢ ỢỢ  

 ┼┼── ↑↑ ─ ⌐│ ≢∆  
⅜ ─ ≢ ─ ⌂≥⌐ ∆╢≤⁸ │ ⌐ ⅜⌂ↄ⌂

╡╕∆─≢⁸ │₈ ₉≤™℮ ™⌐⌂╡╕∆⁹ 

⌐ ∆╢ ⌐ ─ ↑ ⌐╟╢ ⅜№╢ ⌐│⁸ ≤⇔≡ ≢─ 

⅜ ⌐⌂╡╕∆⁹ 

↓─ │⁸ ⅛╠ ╕≢─ ⌐⁸ ╩ ∆╢ ⌐ ∆╢

↓≤⌐⌂╡╕∆⅜⁸₈ ₉─ │ ⌐ ⅜№╡╕∑╪─≢⁸ ─ ⌐ ⇔

≡ ⌐₈ ─ ↑₉╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

│ ⌐ ╦∫≡ ⅛╠ ╕≢╩ ⌂™╕∆─≢⁸ │≥⌂√⅛⅔

─ ⌐⌂∫≡™√∞ↄ↓≤⌐⌂╡╕∆⁹ 

⇔ↄ│₈ ♃♇◒☻▪fi◘₉כ─ ⅛╠ ╩ ⅝⁸₈ ⌐⌂∫√≤

⅝₉─ ╩↔ ↄ∞↕™⁹http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.html 

 ┼┼──  
⌂≥≢ ╩ ↑≡™╢ ⌐↔ ⅜ ╕⌂ↄ⌂∫√ ⌐│⁸ ┼

₈ ₉╩ ⇔⁸ ─ ╩ ↑╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

↓─ ╩ ╢≤ ≤⌂╡⁸ ─ ⌐│ ─ ≤ ─

╩ ↑╢ ╙№╡╕∆─≢ ⅜ ≢∆⁹ 

↓─ ⅝│ ─ ⅛ ─ ⌐ ™≡№╢₈ ₉⌐

₈ ╩ ∆╢ ─ ₉╩ ⇔≡ ∆╢↓≤⌐⌂╡╕∆⁹ 

⇔ↄ│ ─₈ ⌂≥≢ ⌐ ╘⌂ↄ⌂∫√≤⅝│₉╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/attention/kojin/tenkkin.html 

 ⱴⱴfifi◦◦ꜛꜛfifi ┼┼── ↑↑ ┘┘ ↑↑  
ⱴfi◦ꜛfi─ ⌐│⁸ ─ ⌐ ⇔™ ╩ ∆╢₈ ↑₉ ┘ ≢

⌐ ⇔≡ ∆╢ ⌐ ∆╢₈ ↑₉ ⅜№╡╕∆⁹ 

↓╣╠─ ╛ │∕╣∙╣─ ⌐╟∫≡ ⌂╡╕∆⅜⁸╒≤╪≥─ │↓╣

╠ ─ ╩ ↑≡™╢╟℮≢∆⁹ 

 ┼┼ ── ↑↑ 
⌐ ↕╣╢ │⁸↔ ┼─ ┘ ™ ╣─ ™

╟℮⌐ ⇔─ ⅝ ╩⅔≤╡⌐⌂╢↓≤╩⅔ ╘ ⇔╕∆⁹ 

 ┼┼──  
∂ↄ ┼╙ ─ ⅝╩⇔≡⅔ↄ↓≤╩⅔ ╘ ⇔╕∆⁹ 

≢│ ─ ≢ ╛ ⅜ ⌐⌂╢↓≤╙№╡⁸↓─ ⌐╟╡

⅜ ⌂ↄ⌂∫√◔⁸≢─√⇔╕╡№╙☻כ⌂╢═ↄ ⅝╩ ⌂℮╟℮⌐⇔√

⅜╟╤⇔™≤ ™╕∆⁹ 

₢ ᾚ ᵋ ὃḃ ᵋᴊ

 

ὃḃ ϥᴊ ҿ

Ƹ 

ו╪ ᾚ ᵋ ỡԝ ᵋ ὃḃ  

http://www.taxanser.nta.go.jp/
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♪♪ככ◌◌♩♩♇♇☺☺꜠꜠◒◒  ┼┼── ↑↑ 

 ┼┼──  

┼─ ⅝╙ ╣∏⌐ ⌂℮↓≤⅜ ≢∆⁹ 

⌐ ⅜ ╣≡™╢ ⌐ ≠⅛∏⌐™≡ ─ ⌐ ⅝ ╕╣√ ⌐│⁸ ⅜

╡∏ ╩∆╢↓≤⌐╙⌂╡⅛⌡╕∑╪─≢ ⅜ ≢∆⁹ 

 ┼┼── ⅝⅝ 

┼↔ ┼ ╩ ⇔≡╙╠℮╟℮ ↑≡⅔ↄ↓≤⌐╟╡⁸ ⅛╠ │

⅜ ⌐ ⇔≡ↄ╣╕∆⁹ 

╩ ⅞╢≤ ♪כ◌⁸≢─╪∑╕╣↕ ה ה ─ ⌂ │ 

⅝╩↕╣≡⅔™√ ⅜ ™⌂™≢⇔╞℮⁹ 

הה☻☻●●הה  ── ⅝⅝ 

⅔ ─ ⌐ ╦∑≡ ─ ⅝╩⅔≤╡ↄ∞↕™⁹ 

↓─ ⅝╩ ╣╕∆≤™≈╕≢╙ ╩ ∆╢↓≤≤⌂╡╕∆─≢⁸ ╣∏⌐ 

⅝╩ ⌂℮↓≤⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 ∕∕── ── ⅝⅝ 

ᵑ ─ ╙⇔ↄ│ ↑─ ⅝ 

ᵒ ─ ⅝ 

ᵓ ─  

ᵔ ◗Ⱶ─  

  ◗Ⱶ│∕─ ⌐╟╡ ╕≢ ﬞ ⌐⌂╢↓≤╙№╡╕∆─≢⌂╢═ↄ 

  ⌐↔ ↕╣√ ⅜╟╤⇔™≢⇔╞℮⁹ 

ᵕ ─ ─  
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MMEEMMOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

弊弊社社でで管管理理受受託託ししてていいたた留留守守宅宅をを将将来来ごご売売却却ににななるる場場合合ににもも  

弊弊社社にに是是非非ごご依依頼頼くくだだささいい。。  

イインンタターーネネッットトををフフルル活活用用ししたた情情報報ネネッットトワワーーククにに  

てて敏敏速速ににごご売売却却ののおお手手伝伝いいををささせせてていいたただだききまますす。。  

リリロロケケーーシショョンンオオーーナナーー様様のの場場合合ににはは永永年年ののごご愛愛顧顧にに

感感謝謝しし、、オオーーナナーー還還元元割割引引ききととししてて売売却却時時のの仲仲介介手手数数

料料をを 2200％％ooffff ささせせてていいたただだききまますす。。  


